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   指定障害者支援施設利用契約書 
 

 指定障害者支援施設を利用するにあたり、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、

下記のとおり指定障害者支援施設利用契約を締結します。 

 

（以下「利用者様」という。）と社会福祉法人幸輪福祉会（以下「施設」とい

う。）は、利用者様が障害者支援施設浩明寮（以下「施設」という。）の提供する施設支援サービス等

（施設入所支援及び生活介護型）を受け、それに対する利用料金を施設に支払うことについて、次

のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結します。 

 

【第１条】（目的） 

本契約は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下，障害者総合支

援法）等関係法令の理念にのっとり、利用者様がその有する能力及び適性に応じ，自立した日常生

活又は利用者様の自立と社会経済活動への参加を促進するために、施設が利用者様に対して必要な

サービスを適切に行うことを定めます。 

 

【第２条】（期間） 

本契約の契約期間は、令和  年  月  日から介護給付費支給期間満了日までとします。 

ただし、地域生活及び他施設への移行の準備が出来た場合は期間内であっても契約を終了するもの

とします。 

 

【第３条】（支援計画） 

１ 施設は、利用者様の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて、常に利用者様の課

題と意向を把握し、ケア会議を開いて利用者様の支援計画を作成します。この支援計画について

は、施設が利用者様又はそのご家族に説明して同意を得たうえで作成することとし、利用者様又

はそのご家族はいつでも支援計画についての説明を求め、意見を述べることができます。 

２ 施設は，個別支援計画作成後，実施状況の把握を行い，少なくとも６ヶ月に１回以上個別支援

計画の見直しを行い，必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者様又

はそのご家族に説明をし，文書により同意を得ることとします。 

 

【第４条】（サービス内容） 

 施設は、前条に定める施設支援計画及び別紙「重要事項説明書」に基づいて、利用者様に次の内容

のサービスを提供します。 

① 日常生活の支援（個別支援計画作成・食事・入浴・排泄・着脱衣・整容） 

② 医療及び健康管理 

③ 社会活動の支援 

④ 日常生活指導（地域において自立した社会生活を送るための機能向上等を目指した指導） 
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⑤ 余暇活動（レクリエーション行事等） 

⑥ その他の社会活動（外出行事等） 

⑦ 適切な技術によるリハビリテーション 

⑧ 施設入所支援（夜間） 

 

【第５条】（利用料） 

利用者様は、前条に定めるサービスに対して、市町村が定める指定障害者支援施設支援費（介護

給付費）額及び重要事項説明書に定める所定の利用者負担額を施設に支払います。ただし、介護給

付費については、施設が市町村から代理して受領しますから、利用者様が直接支払う必要はありま

せん。 

 

【第６条】（利用料の支払い方法】 

利用料利用者負担額及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額

により請求いたします。   

又、上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１０日以降に発送しますので下記のいず

れかの方法によりお支払いください。    

① 口座振替    

サービスご利用月の翌月２０日又は２５日にご指定口座より振替させていただきます。但し、月

の半ばからの新規のご利用や処理の都合等により口座振替が間に合わない場合若しくは口座振替が

出来なかった場合は、下記の②③の方法により速やかにお支払いお願い致します。  

② 口座振込    

サービスご利用月の翌月末までに指定の金融機関にお振り込みお願い致します。尚、振込手数料

はご本人さま負担となりますのでご了承下さい。 

③ 窓口支払    

 サービスご利用月の翌月末まで事務所でお支払いお願い致します。  

営業時間：９：００～１７：00（土、日祭日を除く）  

 

【第７条】（施設の基本的義務） 

１（自立等の支援）施設は、利用者様に対し、利用者様の自立と社会経済活動への参加促進の観点か

ら、できる限り居宅に近い環境の中で、必要なサービスを適切に行います。 

２（利用者様の意思等の尊重）施設は、利用者様の意思と人格を尊重し、常に利用者様の立場にたっ

て、施設支援サービスを提供します。 

 

【第８条】（施設の具体的義務） 

１（安全配慮義務）施設は、サービスの提供にあたって、利用者様の生命、身体、財産の安全・確保

に配慮します。 

２（説明義務）施設は、本契約に基づく内容について、利用者様の質問等に対して適切に説明しなけ

ればなりません。 



 15 

３（守秘義務）施設及びサービス従事者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得た

利用者様やそのご家族の個人情報について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示すること

はありません。個人情報の取得、利用、提供は同意を得て行います。取得、管理、取り扱いについ

ては厳重な注意をはらい、情報の保護を図ります。施設利用支援以外の目的には使用する事はあ

りません。 

４（身体拘束の禁止）施設は、利用者様又は他の利用者様等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除いて、身体拘束その他利用者様の行動を制限する行為を行いません。緊急や

むを得ず拘束を行なう場合には拘束を解除することを目標に検討を行うことを約束いたします。 

５（記録整備保存義務）施設は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供日から５年間保

存します。施設の窓口業務時間内（午前 10 時～午後４時）に自分の記録を見ることができます

し、実費を負担してコピーすることもできます。 

６（緊急時の援助）施設は，利用者様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに協力

医療機関又は利用者様の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

７前項のほか，施設は，利用者様の心身の状態が変化した場合は，利用者様及びそのご家族が指定

する者に対し緊急に連絡します。 

 

【第９条】（事故と損害賠償） 

１ 施設は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者様のご家族

等に連絡して必要な措置を講じます。 

２ 施設は、サービスを提供するにあたって、施設の責任と認められる事由によって利用者様に損

害を賠償します。ただし、その損害の発生について、利用者様に故意又は過失が認められる場合

は、利用者様の置かれた心身の状況を 斟酌
しんしゃく

して、相当と認められるときに限り、施設の損害賠償

を減じる場合があります。 

 

【第 10 条】（契約の終了事由） 

本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。 

１ 利用者様が死亡したとき 

２ 施設が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合 

３ 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 

４ 施設が施設の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

５ 第 11 条から第 13 条に基づき本契約が解散又は解除された場合 

６ 第２条の契約期間が満了した場合（ただし満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く） 

 

【第 11 条】（利用者様からの中途解約等） 

１ 利用者様は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができます。この場合には､利用者様

は契約終了を希望する日の７日前までに施設に通知するものとします。 
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２ 利用者様が、前項の通知を行わずに施設から退去した場合には、施設が利用者様の解約の意思

を知った日をもって、本契約は解除されたものとします。 

 

【第 12 条】（利用者様からの契約解除） 

利用者様は、施設もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合にはただち

に本契約を解除することができます。 

１ 施設もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める施設支援サービスを実施しない

場合 

２ 施設もしくはサービス従事者が第８条第１項から第６項に定める義務に違反した場合 

３ 施設もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者様の生命・身体・財物・信用を傷つ

けることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

４ 他の利用者様が利用者様の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがあ

る場合において施設が適切な対応をとらない場合 

 

【第 13 条】（施設からの契約解除） 

 施設は、利用者様が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 

１ 利用者様に支払能力があるにもかかわらず第５条に定めるサービス利用料金の支払いが３か月

以上遅延し、二週間を定めた催促にもかかわらず故意に支払わない場合 

２ 利用者様が、他の利用者様の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継

続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合 

３ 利用者様が、故意又は重大な過失により施設又はサービス従事者の生命・身体・財物・信用を傷

つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込

めない場合 

４ 利用者様が連続して３か月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合または現に連

続して３か月にまたがって入院した場合（3 か月目の末日で契約解除） 

５ 天災，災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。 

 

【第 14 条】（利用者様の入院に係る取り扱い） 

利用者様が医療機関に入院した場合、入院期間中については重要事項説明書に定める利用料金を

施設に支払うものとします。 

 

【第 15 条】（利用者様の外泊に係る取り扱い） 

１ 利用者様は、施設の同意を得た上で、外泊することができるものとします。この場合、利用者様

は外泊開始日 3 日前までに施設に届け出るものとします。 

２ 前項に定める外泊期間中において、重要事項説明書に定める利用料金を施設に支払うものとし

ます。 
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【第 16 条】（サービス利用のキャンセル） 

 サービス利用のキャンセルについては、サービス利用日の３日前までに申し出のない場合、その

申し出がなされた日から３日間については、利用者様は重要事項説明書に定めるキャンセル料とし

て食費の実費相当額を施設に支払うものとします。 

 

【第 17 条】（苦情解決） 

１ 利用者様及びそのご家族は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記

載されている苦情受付窓口に申し立てることができます。その場合施設は、速やかに事実関係を

調査し、その結果、改善の必要性の有無並びに改善方法について、利用者様及びそのご家族に報

告するものとする。 

２ 利用者様及びそのご家族は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された

第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県社会福

祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。 

 

【第 18 条】（虐待防止のための措置） 

１ 施設は、利用者様の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。 

 （１）人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備 

 （２）成年後見制度の利用支援 

 （３）虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施 

 （４）その他、利用者様の人権の擁護、虐待の防止等のための必要な措置 

２ 利用者様及びそのご家族は、本施設においての虐待に関して、いつでも重要事項説明書に記載

されている虐待受付窓口に申し立てることができます。 

３ 利用者様及びそのご家族は、本施設においての虐待に関して、重要事項説明書に記載された第

三者委員に虐待を通報することもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県社会福祉協

議会に設置されている運営適正化委員会、又は福岡県障がい者福祉課に通報することもできます。 

 

【第 19 条】（身元引受人） 

１ 利用者様は、次の各号に揚げる役割をすべて承諾する六親等内の血族、配偶者又は三親等内の

姻族（以下「親族」という。）を身元引受人としてあらかじめ 2 名定めるものとします。 

（１） 連帯保証人として以下の義務を負うこと 

 ア 利用者様と連帯して本契約から生じる利用者様の債務を負担する義務 

イ 上記アに定める連帯保証人の負担は、400,000 円を限度とする。 

ウ 連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者様又は連帯保証人が死亡したときに、確定する

ものとする。 

エ 上記アの債務には、利用者様が施設に対して負う損害賠償義務のほか、利用者様が退居ない

し、死亡等された場合の居室等の原状回復費用の支払義務（施設が第三者に依頼する等して原

状回復を行う場合の費用相当額の支払義務を含む）を含むものとする。 
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（２） 身元保証人として利用者様に代わって以下の行為を行うこと 

ア 各種サービス契約の締結 

イ 個別支援計画、サービス提供方針・方法の同意 

ウ 治療方針の同意（看取り・延命治療等） 

エ 医療行為の同意（予防接種・処置・手術・検査等） 

 オ 緊急連絡先となること。 

カ 利用者様に代わって医療機関における入院等の諸手続を行うこと。 

キ 利用者様が退居、死亡された場合に相続人の同意を得た上で預り金の返還を受けること。 

ク 利用者様の依頼の下、日常的な金銭管理を行うこと。 

ケ 利用者様が死亡された場合の遺体及び遺留品等の引き取り 

コ 利用者様の生活において必要な場合に事業所の要請に応じて協議等を行うこと。 

（３） 前項の規定にかかわらず、身元引受人を承諾する親族が 1 名しかいない場合において、施

設が特別な事情があると認めるときは、身元引受人は親族以外を含めて 2 名でよいこととしま

す。 

（４） 施設は、利用者様の生活において必要な場合には、身元引受人へ連絡をとり、協議等を行う

ものとします。 

（５） 施設は、利用者様が要介護状態等にある場合には、利用者様の生活及び健康の状況並びに

サービスの提供状況等を定期的に身元引受人に連絡するものとします。 

２ 施設は、利用者様が入院を必要とする場合、及び本契約が終了した場合、身元引受人にその旨

連絡するものとします。 

３ 利用者様及びそのご家族は、身元引受人が本契約存続中に死亡もしくは破産した場合は、新た

に身元引受人を立てるように努めます。 

 

【第 20 条】（協議事項） 

本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、施設は障害者総合支援法その他

諸法令の定めるところに従い、利用者様と誠意をもって協議するものとします。         

 

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者様及びそのご家族、施設が記名捺印のうえ、

各１通を有するものとします。 
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私は、指定障害者支援施設浩明寮利用について本書面に基づき重要事項の説明及び重要事項説明

書の交付を行いました。 

 

 

施設名  障害者支援施設 浩明寮   

           

説明者  職  名  

 

氏  名              印 

 

 

 

私は、指定障害者支援施設浩明寮の利用について重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受

け施設サービスの提供開始に同意しました。 

 

【利用者様】 

      住  所 

       

      氏  名                     印  

  

 

 

【事業者】 

住  所   福岡県筑後市大字鶴田 555 番地 1   

 

事業所名   社会福祉法人 幸輪福祉会  

障害者支援施設浩明寮  

            （指定番号 4012300028） 

 

代表者名  理事長    牛島 護厳       印 
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契約当事者以外の関係者 

身元引受人 利用者様の身元引受人 

氏 名 ：                  印 

住 所 ： 

Tel（    ）  -    Fax（    ）  -     

利用者様との続柄 ： 

連帯保証人 身元保証人 

 

   印 

 

  印 
 

身元引受人 利用者様の身元引受人 

氏 名 ：                  印 

住 所 ： 

Tel（    ）  -    Fax（    ）  -     

利用者様との続柄 ： 

連帯保証人 身元保証人 

 

   印 

 

   印 
 

身元引受人 利用者様の身元引受人 

氏 名 ：                  印 

住 所 ： 

Tel（    ）  -    Fax（    ）  -     

利用者様との続柄 ： 

連帯保証人 身元保証人  

 

   印 

 

   印 
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障害者支援施設浩明寮 

個人情報使用同意書 

  

障害者支援施設浩明寮 御中 

 

私（利用者様及びその家族）は、貴施設が私の個人情報を、次に記載するところにより必要最小

限の範囲内で使用することに同意します。 

 

 

記 

 

１ 使用する目的 

①サービスの提供を受けるに当たって、サービス事業者等との間で開催されるサービス担当者会

議及びモニタリング等において情報を共有・連携し、利用者支援を、適切かつ効果的に実施、

提供するため。（※重要事項説明書 11P 参照） 

 

②緊急時等において、利用者様の生命やその他有する権利・利益を保護するため。 

 

２ 使用にあたっての条件 

  個人情報の提供は、上記１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関

係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

 

３ 個人情報の内容 

①氏名、生年月日、年齢、住所、健康状態、病歴、家族状況等事業者が支援を行う為に、最低限

必要な利用者様やご家族個人に関する情報 

 

②認定調査票（必要項目及び特記事項）、主治医意見書、認定審査会における判定結果の意見

（認定結果通知書） 

 

③その他上記の①②に準ずる情報 
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＜肖像権について＞ 

 

施設の、ホームページ・パンフレット・社内研修・掲示物・広報誌などにおいて、ご利用者様の

映像・写真を使用させていただきたい場合がございます。使用につきまして以下に○をご記入下さ

い。 

同意する    同意しない 

 

令和   年   月   日 

 

利用者様       住  所 

 

氏  名                   ㊞ 

 

 

署名代行者 

利用者様が署名できない為、利用者様本人の意思を確認の上、私が利用者様に代わって署名代行致

します。 

住  所 

 

氏  名                   ㊞ 

 

（利用者様との関係：       ） 

 

身元引受人      住  所 

 

氏  名                   ㊞ 

 

（利用者様との関係：       ） 

 

身元引受人      住  所 

 

氏  名                   ㊞ 

 

（利用者様との関係：       ） 
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「指定短期入所事業」 

 

利 用 契 約 書 

 

 

 
事 業 所 名  社会福祉法人 幸輪福祉会 

障害者支援施設 浩明寮 

 

事業所番号   ４０１２３０００２８ 

T  E  L ０９４２－５３－２３２４ 

F  A  X ０９４２－５２－０６３５ 

 

 

「指定短期入所事業」利用契約書  
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（以下「利用者様」という。）と社会福祉法人幸輪福祉会（以下「施設」という。）

は、利用者様が障害者支援施設浩明寮（以下「施設」という。）の提供する短期入所（空床型）

サービス等を受け、それに対する利用料金を施設に支払うことについて、次のとおり契約（以

下「本契約」という。）を締結します。 

 

【第１条】（目的） 

本契約は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下，障害者総

合支援法）等関係法令の理念にのっとり、利用者様の居宅における自立の支援と日常生活の充

実の為に必要なサービスを適切に行うことを定めます。 

 

【第２条】（期間） 

本契約の契約期間は、令和  年 月 日から支給費支給期間満了日までとします。 

ただし、第 12条ないし第 14条に基づき契約が解除された場合はこの限りでない。 

 

【第３条】（サービス内容） 

 施設は、次の内容のサービスを提供します。 

① 心身の状況に応じた適切な介護・支援等 

② 食事の提供および栄養管理 

③ 健康管理 

④ 相談・援助 

⑤ その他 

 

【第４条】（利用料） 

利用者様は、前条に定めるサービスに対して、市町村が定める居宅生活支援費額及び重要

事項説明書に定める所定の利用者負担額を施設に支払います。ただし、居宅生活支援費額に

ついては、施設が市町村から代理して受領しますから、利用者様が直接支払う必要はありま

せん。 

 

【第５条】（利用料の支払い方法】 

利用料利用者負担額及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごと

の合計金額により請求いたします。   

また、上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１０日までに発送します

ので下記のいずれかの方法によりお支払いください。    



 3 

①  口座振替    

サービスご利用月の翌月２０日又は２５日にご指定口座より振替させていただきま

す。但し、月の半ばからの新規のご利用や処理の都合等により口座振替が間に合わない

場合若しくは口座振替が出来なかった場合は、下記の②③の方法により速やかにお支払

いお願い致します。  

②  口座振込    

サービスご利用月の翌月末までに指定の金融機関にお振り込みお願い致します。尚、

お振込手数料はご本人さま負担となりますのでご了承下さい。 

③ 窓口支払    

  サービスご利用月の翌月末までに事務所でお支払いお願い致します。  

営業時間：９：００～１７：３０（土、日祭日を除く）  

 

【第６条】（利用の中止、変更、追加） 

１ 利用者様は利用期日前において、短期入所サービスの利用を中止又は変更、もしくは新た

なサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前々日の受

付時間内（重要事項説明書に記載）までに申し出るものとします。 

２ 利用者様がサービス実施日の前々日の受付時間内以降に利用の中止を申し出た場合は重

要事項説明書に定める所定のキャンセル料を施設にお支払いいただく場合があります。 

３ 施設は第 1項に基づく利用者様からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、利用

者様の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者様に提示

し協議するものとします。 

 

【第７条】（サービス内容の変更） 

施設は、サービス利用当日、利用者様の体調等の理由で予定されたサービスの実施ができ

ない場合には、サービス内容を変更することができるものとします。 

 

【第８条】（施設の基本的義務） 

１（自立等の支援）施設は、利用者様に対し、利用者様の自立と社会経済活動への参加促進の

観点から、できる限り居宅に近い環境の中で、必要なサービスを適切に行います。 

２（利用者様の意思等の尊重）施設は、利用者様の意思と人格を尊重し、常に利用者様の立場

にたって、短期入所サービスを提供します。 

 

 

【第９条】（施設の具体的義務） 

１（安全配慮義務）施設は、サービスの提供にあたって、利用者様の生命、身体、財産の安全・

確保に配慮します。 
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２（説明義務）施設は、本契約に基づく内容について、利用者様の質問等に対して適切に説明

しなければなりません。 

３（守秘義務）施設及びサービス従事者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り

得た利用者様やそのご家族の個人情報について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示

することはありません。個人情報の取得、利用、提供は同意を得て行います。取得、管理、

取り扱いについては厳重な注意をはらい、情報の保護を図ります。施設利用支援以外の目的

には使用する事はありません。 

４（身体拘束の禁止）施設は、利用者様又は他の利用者様等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除いて、身体拘束その他利用者様の行動を制限する行為を行いません。

緊急やむを得ず拘束を行なう場合には拘束を解除することを目標に検討を行うことを約束

いたします。 

５（記録整備保存義務）施設は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供日から５

年間保存します。施設の窓口業務時間内（午前 10 時～午後４時）に自分の記録を見ること

ができますし、実費を負担してコピーすることもできます。 

６（苦情対応）施設は、第 16 条に基づく苦情の受付・解決に際し、その内容を記録します。

また、苦情に対して市町村等が行う調査等に協力し、指導又は助言を受けた場合は、必要な

改善を行います。 

７（緊急時の援助）施設は，利用者様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やか

に協力医療機関又は利用者様の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じま

す。 

８前項のほか，施設は，利用者様の心身の状態が変化した場合は，利用者様及びそのご家族が

指定する者に対し緊急に連絡します。 

 

【第１０条】（事故と損害賠償） 

１ 施設は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者様のご

家族等に連絡して必要な措置を講じます。 

２ 施設は、サービスを提供するにあたって、施設の責任と認められる事由によって利用者様

に損害を賠償します。ただし、その損害の発生について、利用者様に故意又は過失が認めら

れる場合は、利用者様の置かれた心身の状況を斟酌して、相当と認められるときに限り、施

設の損害賠償を減じる場合があります。 

 

【第１１条】（契約の終了事由） 

本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。 

１ 利用者様が死亡したとき 

２ 施設が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した

場合 
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３ 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 

４ 施設が施設の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

５ 第１２条から第１４条に基づき本契約が解散又は解除された場合 

６ 第２条の契約期間が満了した場合（ただし満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除

く） 

 

【第１２条】（利用者様からの中途解約等） 

１ 利用者様は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができます。この場合には､利

用者様は契約終了を希望する日の前々日までに施設に通知するものとします。ただし、利用

者様が医療機関に入院した場合等、やむを得ない事情がある場合には即時に解約することが

できます。 

 

【第１３条】（利用者様からの契約解除） 

利用者様は、施設もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、 

ただちに本契約を解除することができます。 

１ 施設もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所サービスを実施

しない場合 

２ 施設もしくはサービス従事者が第９条第１項から第８項に定める義務に違反した場合 

３ 施設もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者様の生命・身体・財物・信用を

傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

４ 他の利用者様が利用者様の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れ

がある場合において施設が適切な対応をとらない場合 

 

【第１４条】（施設からの契約解除） 

 施設は、利用者様が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 

１ 利用者様に支払能力があるにもかかわらず第５条に定めるサービス利用料金の支払いが 1 

か月以上遅延し、二週間を定めた催促にもかかわらず故意に支払わない場合 

２ 利用者様が、他の利用者様の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契

約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合 

３ 利用者様が、故意又は重大な過失により施設又はサービス従事者の生命・身体・財物・信

用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況

の改善が見込めない場合 

４ 天災、災害その他やむを得ない理由により施設を利用させることができない場合。 
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【第１５条】（食事のキャンセル） 

食事提供のキャンセルについては、前々日までに申し出るものとし、申し出のない場合は重

要事項説明書に定めるキャンセル料を施設に支払うものとします。 

 

【第１６条】（苦情解決） 

１ 利用者様及びそのご家族は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書

に記載されている苦情受付窓口を申し立てることができます。 

２ 利用者様及びそのご家族は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載さ

れた第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された都道

府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもでき

ます。 

 

【第１７条】（虐待防止のための措置） 

１ 施設は、利用者様の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。 

 （１）人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備 

 （２）成年後見制度の利用支援 

 （３）虐待の防止を啓発・普及するための従事者に対する研修の実施 

 （４）その他、利用者様の人権の擁護、虐待の防止等のための必要な措置 

２ 利用者様及びそのご家族は、施設においての虐待に関して、いつでも重要事項説明書に記

載されている虐待防止受付窓口に申し立てることができます。 

３ 利用者様及びそのご家族は、本施設においての虐待に関して、重要事項説明書に記載され

た第三者委員に虐待を通報することもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県

社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会、又は福岡県障害者福祉課に通報する

こともできます。 
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【第１８条】（身元引受人） 

  １ 利用者様は、次の各号に揚げる役割をすべて承諾する六親等内の血族、配偶者又は三

親等内の姻族（以下「親族」という。）を身元引受人としてあらかじめ 2 名定めるものと

します。 

（１） 連帯保証人として以下の義務を負うこと 

  ア 利用者様と連帯して本契約から生じる利用者様の債務を負担する義務 

イ 上記アに定める連帯保証人の負担は、200,000 円を限度とする。 

ウ 連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者様又は連帯保証人が死亡したときに、

確定するものとする。 

エ 上記アの債務には、利用者様が施設に対して負う損害賠償義務のほか、利用者様

が退居ないし、死亡等された場合の居室等の原状回復費用の支払義務（施設が第

三者に依頼する等して原状回復を行う場合の費用相当額の支払義務を含む）を含

むものとする。 

（２） 身元保証人として利用者様に代わって以下の行為を行うこと 

ア 各種サービス契約の締結 

イ ケアプラン、サービス提供方針・方法の同意 

ウ 治療方針の同意（看取り・延命治療等） 

エ 医療行為の同意（予防接種・処置・手術・検査等） 

  オ 緊急連絡先となること。 

カ 利用者様に代わって医療機関における入院等の諸手続を行うこと。 

キ 利用者様が退居、死亡された場合に相続人の同意を得た上で預り金の返還を受け

ること。 

ク 利用者様の依頼の下、日常的な金銭管理を行うこと。 

ケ 利用者様が死亡された場合の遺体及び遺留品等の引き取り 

コ 利用者様の生活において必要な場合に施設の要請に応じて協議等を行うこと。 

（３） 前項の規定にかかわらず、身元引受人を承諾する親族が 1 名しかいない場合におい

て、施設が特別な事情があると認めるときは、身元引受人は親族以外を含めて 2 名でよ

いこととします。 

（４）施設は、利用者様の生活において必要な場合には、身元引受人へ連絡をとり、協議等

を行うものとします。 

（５）施設は、利用者様が要介護状態等にある場合には、利用者様の生活及び健康の状況並

びにサービスの提供状況等を定期的に身元引受人に連絡するものとします。 

 ２ 施設は、利用者様が入院を必要とする場合、及び本契約が終了した場合、身元引受人に

その旨連絡するものとします。 

 ３ 利用者様及びそのご家族は、身元引受人が本契約存続中に死亡もしくは破産した場合は、

新たに身元引受人を立てるように努めます。 
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【第１９条】（協議事項） 

本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、施設は障害者総合支 

援法その他諸法令の定めるところに従い、利用者様と誠意をもって協議するものとします。         

 

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者様及びそのご家族、施設が記名捺印の

うえ、各１通を有するものとします。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

施設 名  社会福祉法人 幸輪福祉会 

障害者支援施設 浩明寮 

施設住所  福岡県筑後市大字鶴田 555番地 1 

代表者氏名  理 事 長 牛 島 護 厳  印 

 

利用者様名 利用者様  

 

氏名：                      印 

 

（ 男・女 明治・大正・昭和・平成  年  月  日生まれ） 

施設設置法人名 法人名・代表者名 

 

法人名 ： 社会福祉法人 幸輪福祉会 

代表者名： 理事長 牛島 護厳         印 

 

所在地 ：〒833-0007 福岡県筑後市大字鶴田 555番地 1 
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（3）契約当事者以外の関係者 

身元引受人 利用者様の身元引受人 

   氏 名 ：                  印 

    

住 所 ： 

 

Tel（    ）  -    Fax（    ）  -     

 

利用者様との続柄 ： 

 

連帯保証人 身元保証人 

 

印 

 

印 
 

身元引受人 利用者様の身元引受人 

   氏 名 ：                  印 

    

住 所 ： 

 

Tel（    ）  -    Fax（    ）  -     

 

利用者様との続柄 ： 

 

連帯保証人 身元保証人 

 

印 

 

印 
 

身元引受人 利用者様の身元引受人 

   氏 名 ：                  印 

    

住 所 ： 

 

Tel（    ）  -    Fax（    ）  -     

 

利用者様との続柄 ： 

 

連帯保証人 身元保証人  
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印 印 
 

 


	利用契約書兼重要事項説明書（浩明寮：入所・生活介護）
	利用契約書（浩明寮：短期入所））

